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議
員
竹
内
猛
君
提
出
オ
リ
エ
ン
タ
ル
モ
ー
タ
ー
株
式
会
社
の
労
使
紛
争
と
不
当
労
働
行
為
に
関
す
る
質

問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
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三 

 
衆
議
院
議
員
竹
内
猛
君
提
出
オ
リ
エ
ン
タ
ル
モ
ー
タ
ー
株
式
会
社
の
労
使
紛
争
と
不
当
労
働
行
為 

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

オ
リ
エ
ン
タ
ル
モ
ー
タ
ー
株
式
会
社
（
以
下
「
オ
リ
エ
ン
タ
ル
モ
ー
タ
ー
」
と
い
う
。
）
と
同
社
の
従
業
員
が
組

織
す
る
総
評
全
国
金
属
労
働
組
合
オ
リ
エ
ン
タ
ル
支
部
（
以
下
「
オ
リ
エ
ン
タ
ル
支
部
」
と
い
う
。
）
と
の
間
で
、

昭
和
五
十
年
五
月
頃
に
団
体
交
渉
拒
否
問
題
等
を
め
ぐ
つ
て
労
使
紛
争
が
発
生
し
、
現
在
に
至
る
も
労
使
の
間

で
紛
争
が
続
い
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

1 

労
働
委
員
会
に
対
す
る
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
ル
支
部
等
は
、
昭
和
五

十
年
十
月
に
は
千
葉
県
地
方
労
働
委
員
会
に
対
し
て
、
ま
た
、
昭
和
五
十
一
年
四
月
に
は
茨
城
県
地
方
労
働 



三
に
つ
い
て 

2 

労
働
基
準
監
督
機
関
に
対
す
る
申
告
に
つ
い
て
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
ル
支
部
の
豊
四
季
分
会
、
土
浦
分
会
及

び
高
松
分
会
の
役
員
等
か
ら
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
及
び
第
三
十
六
条
の
違
反
の
事
実
が
あ
る
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
に
対
し
、
昭
和
五
十
年
九
月
、
同
年
十
月
及
び
同
年
十
二
月
に
計
三
件
の

申
告
が
行
わ
れ
た
の
で
、
そ
の
都
度
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
は
、
申
告
に
係
る
事
業
場
に
対
し
て
臨
検
監

督
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
い
ず
れ
の
事
業
場
に
お
い
て
も
労
働
基
準
法
第
三
十
二
条
の
違
反
の
事
実
が

認
め
ら
れ
た
の
で
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
は
、
こ
れ
を
是
正
す
る
よ
う
勧
告
を
行
い
、
是
正
さ
せ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。 

委
員
会
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
オ
リ
エ
ン
タ
ル
モ
ー
タ
ー
等
を
被
申
立
人
と
し
て
、
組
合
事
務
所
貸
与
等
に

関
す
る
団
体
交
渉
拒
否
問
題
等
に
関
し
て
不
当
労
働
行
為
救
済
申
立
て
を
行
い
、
両
事
件
は
、
現
在
、
関
係

地
方
労
働
委
員
会
に
係
属
中
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

四 

 



 

五 

オ
リ
エ
ン
タ
ル
モ
ー
タ
ー
に
お
い
て
不
当
労
働
行
為
が
あ
つ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
関
係
労
働
組
合
の
申

立
て
に
基
づ
き
、
現
在
、
関
係
地
方
労
働
委
員
会
に
お
い
て
審
査
中
で
あ
る
の
で
、
政
府
と
し
て
と
か
く
の
指

導
を
行
う
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。 

ま
た
、
労
働
基
準
法
に
違
反
す
る
事
実
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
は
、
今
後
と
も

厳
正
な
措
置
を
講
ず
る
所
存
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

政
府
と
し
て
は
、
労
使
当
事
者
の
自
主
的
解
決
へ
の
努
力
を
期
待
し
つ
つ
、
紛
争
の
解
決
促
進
の
た
め
に
労

使
の
話
合
い
を
促
進
す
る
等
紛
争
の
早
期
か
つ
円
満
な
解
決
の
た
め
に
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。 

右
答
弁
す
る
。 




